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 日本共産党野洲市委員会 

２００７年１１月４日 №１３１ 

市会議員 小菅六雄 (電話）589-4971 （FAX）589-6184 
 （メール）shgdy177@ybb.ne.jp  （ホームページ）http://www.yasusigi.net/~kosuga/  
市会議員 野並享子 (電話）587-0985 （FAX）586-1102 
（メール）no73kyo_ko@ybb.ne.jp （ホームページ）http://www.yasusigi.net/~nonami/ 

議会運営に関する申入れ 
 

１ 議会人事に関すること 

 ○議会の人事は、全ての会派及び議員に公平な配置をされること。 
○一部事務組合議員は、すべての会派から選出されること。法律の定

めにある、議会選出の都市計画審議会委員も同様とされること。 
 
２ 議案審議に関すること 

 ○本会議の議案質疑は、本来、その議案全体を審議することである。

よって、所属する常任委員会の質疑は制限されないこと。 
 ○一般質問の通告については、議会開催日の翌日とされること 
 ○一般質問については、代表質問と同様に、４０分間（質問時間）と

されること。 
 ○一般質問に一問一答方式を採用されること。 
 ○代表質問、一般質問の通告書は提出され次第、議員及び市民に公開

されること。 
  
３ 請願に関すること 

○請願提出の締め切りは、議案質疑が行われる本会議開催日の前日と

されること。 
  

４ 政務調査費に関すること 

○視察については、報告書提出を義務付けされること。 
○市民に理解されない海外視察は行わないこと。 
○政務調査費の報告書に添付する領収書は原本とされること。 

 
５ 市議会ホームページに関すること 

○市民の付託に応えるべき議員については、住所および電話など連絡

先を表示されること。 
○議事録については、検索システム式を採用されること。  
○市議会本会議の中継（録画含む）をされること。   

民主的運営や発言時間の拡大を申入れ（３１日） 
 
 日本共産党野洲市議会議員団は３１日、議長を始め各会派
に「議会運営に関する申入れ」を行いました。２年前の市議会

改選後、議会運営について「申し合わせ」がされました。しか

し、豊政会などは、以前に増して一般質問の質問時間（４０分

から３０分に）を減らすなど、議員の権利を制限しました。  
 ３１日の日本共産党市議会議員団の「申入れ」では、発言時

間の拡大、市民のみなさんからの請願受理、また、ホームペー

ジなどの充実などを求めています。 
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